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宇都宮市小幡１丁目１番３８号

電話番号

０２８－６２１－４８５４

（宇都宮家庭裁判所受付係）

‐宇都宮家庭裁判所について‐

相続についてご存じですか？

○相続について

裁判所への交通

ＪＲ宇都宮線宇都宮駅下車西口から作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車

「裁判所前」バス停下車 （乗車時間約１５分）

東武宇都宮線宇都宮駅下車 徒歩１０分

家庭裁判所では，相続放棄・遺言書検認のほか，遺産分割調停などの相続関係手続

も取り扱っています。

また，離婚調停や子の氏変更など，家庭や親族に関する手続一般を扱っていますので，

「家庭裁判所 家事手続案内」で検索の上，ご利用ください。

宇都宮の裁判所については，「宇都宮 裁判所」で検索の上，宇都宮の裁判所ウェブサ

イトをご覧ください。

※本誌の無断転載は禁止させていただきます。 令和３年１０月
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　　　　遺言書検認，相続放棄などの説明

　　　　　遺産分割調停などの説明

誰が相続人？
～相続には順番があります～

配偶者は，常に相続人です。

配偶者以外の相続人には，第１順位，第２順位，第３順位があります。

①先順位の相続人がいない場合または②先順位の相続人が相続放

棄した場合，次の順位の相続人が相続します。

祖父祖父 祖母祖母

きょうだいきょうだい

母父

配偶者

子

孫 孫

子
おいめい

被相続人

（亡くなった人）

おいめい

第１順位（被相続人の子，その代襲者（直系卑属））

第３順位（被相続人の兄弟姉妹，その代襲者（おいめい））

第２順位（被相続人の直系尊属）

きょうだいが相続

放棄した後，放棄

した人の子（おい

めい）は相続人と

なりません。

きょうだい（本来の相

続人）が被相続人より

も先に亡くなっている

場合，おいめいが相

続人となります（代襲

相続といいます）。

子が相続放棄した後，放

棄した人の子（孫）は相

続人となりません。

子（本来の相続人）が被

相続人よりも先に亡くなっ

ている場合，孫が相続人

となります（代襲相続とい

います）。

配偶者は常に相続人です。

被相続人に親等の近い順（①父母，

②祖父母③曽祖父母・・・）から相続します。

検索 裁判所 相続に関する審判

検索 裁判所 相続に関する調停

相続に関する家庭裁判所の手続について

調べたい場合は，裁判所のウェブサイトを

ご活用ください。申立書式のダウンロード

もできます。

１ 令和３年１０月
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※遺言書の中には，検認が不要なものもあります（公正証書遺言や，
法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺
言書情報証明書」は検認の必要はありません。）。

Ａ１．「遺言書の検認」という手続を取る必要があります。

Ｑ２．遺言書の検認とは，どのような手続なのでしょうか。

Ｑ４．検認手続はどのように進むのでしょうか。

遺言書が出てきたら

Ｑ１．父が亡くなり，自宅で遺品整理をしていたら，父の自筆の遺言書が見つかりまし

た。家庭裁判所で何か手続を取る必要はありますか？

Ａ４．

⑴必要書類（戸籍謄本等）の収集

⑵遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申立て

⑶検認期日の指定・相続人等への通知

⑷検認期日（裁判所に来ていただいて，遺言書の状態を確認しま

す。）

判明した受遺者等への通知

このように進行します。手続が終了した後は，申請により遺言書

に検認済証明書を付けます。これにより，遺言の執行ができるよ

うになります。また，検認調書が作成されます。検認調書とは，検

認期日で確認した内容を裁判所書記官が調書という書面にまと

めたものです。

Ａ２．遺言書の検認とは，相続人に対し遺言の存在及びその内容を知

らせるとともに，遺言書の形状，加除訂正の状態，日付，署名など検

認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造

を防止するための手続です。

Ｑ３．遺言書の検認手続で遺言書を見ましたが，内容に納得がいきません。

Ａ３．遺言書の検認は，遺言書の有効・無効や方式の適否を判定する

手続ではありません。争いがある場合は，民事訴訟等の別の手続を

とっていただくことになります。

封印のある遺言書は，家庭裁判所で，相続人等の立

会いの上開封しなければならないことになっています。

遺言書に封がしてある場合には，手続前に開封する

ことなく，検認期日まで保管してください。

2 令和３年１０月
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相続放棄の手続の流れ

入手方法は次の３つです。
①裁判所ウェブサイトからダウンロードする。

②郵送で取り寄せる。
　

③最寄りの家庭裁判所で受け取る。

※申述人（放棄しようとする人）と被相続人（亡くなった人）との親族関係（配
偶者／第１順位／第２順位／第３順位）によって，必要な戸籍関係書類が
異なります。
※重複（共通）する戸籍等は１通で足ります。
※申述前に入手が困難な戸籍等がある場合は，申述後に追加提出するこ
とで差し支えありません。

※提出先は，被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄
が分からない場合はお問い合わせください。
※提出期限は，相続の開始を知った時から３か月以内です（郵送の場合
は必着）。期限を過ぎると，申述が受理されないことになりますので，特に注
意してください。

受理通知書は，相続放棄の申述が受理された方に郵送します。

受理通知書だけではなく「（相続放棄申述）受理証明書」も必要な方は，

書面で申請してください。１通１５０円の手数料（収入印紙）が必要です。

申請書の書式は，宇都宮家庭裁判所ウェブサイトからダウンロードするこ

ともできます。

申述書・添付書類の提出

受付・書面審査

受理

申述書式の入手

戸籍関係書類の準備

受理通知書発送

書面照会

説明聴取

申述人に対して，照会書を発送する方法（書面照会）や，裁

判所でお話を伺う方法により事情をお尋ねします。

亡父の債権者から，「あなたが相続人だから，亡父の生前の借金を支払っ

てほしい。」という通知が届きました。父母の離婚後，父とはまったく交流が

なかったので，債権者からの通知で初めて父が亡くなったことを知りました。

父の遺産を相続放棄したいのですが，どうすればよいでしょうか。

検索 裁判所 相続放棄

適宜の用紙に「①相続放棄申述書を１通送ってほしい②放棄した

い人の成人・未成年者の別②送付先（住所，氏名，電話番号）」を

記入し，１２０円切手を同封の上，宇都宮家庭裁判所受付係宛て

に送ってください。

検索 宇都宮家庭裁判所 相続放棄 交付申請書

審理の結果，相続放棄の要件を充たしていると裁判官が判

断すれば，申述を受理します。

※審理のために必要な場合は，追加書類の提出をお願いすることがあり

ます。

※相続放棄をした人は，最初から相続人ではなかったことになり，負債だけでなく，資産（プラスの財産）

も相続できなくなります。

3 令和３年１０月


